


 

共同研究の研究成果について，事前の企業への内容確認と合意の確認なしに論文掲載する

事例が発生したことから，企業との共同研究成果について公表する場合，「案件毎に事前の相

手先企業への内容確認と合意が必要になること」を各部局等内の教員等に周知徹底するとと

もに，共同研究契約書の内容について再度確認いただきたい旨，要請があった。 

 

４．各種表彰等の受賞者について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 資料３ 

 

 

各種表彰等の受賞者について報告があった。 

 

（資料配付による報告） 

１．令和３年度入学試験問題作成委員選定責任者の選出について －－－－－－  配付資料１ 

    

以上（資料添付略） 

 

 

 


